
1

刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定

日
本
国
及
び
欧
州
連
合
は
、

刑
事
に
関
す
る
共
助
の
分
野
に
お
け
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
加
盟
国
と
の
間
の
協
力
を
一
層
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を

希
望
し
、

そ
の
よ
う
な
協
力
が
犯
罪
と
戦
う
こ
と
に
貢
献
す
る
こ
と
を
希
望
し
、

双
方
が
、
正
義
、
法
の
支
配
及
び
民
主
主
義
の
諸
原
則
並
び
に
司
法
の
独
立
性
を
尊
重
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
こ
と
を

再
確
認
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

趣
旨
及
び
目
的

１

請
求
を
受
け
る
国
（
以
下
「
被
請
求
国
」
と
い
う
。
）
は
、
請
求
を
行
う
国
（
以
下
「
請
求
国
」
と
い
う
。
）
の
請
求
に

基
づ
き
、
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
刑
事
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
共
助
を
実
施

す
る
。
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２

こ
の
協
定
は
、
犯
罪
人
引
渡
し
、
刑
事
手
続
の
移
管
及
び
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
没
収
を
除
く
刑
の
執
行
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
条

定
義

こ
の
協
定
の
適
用
上
、

「
両
締
約
者
」
と
は
、
日
本
国
及
び
欧
州
連
合
を
い
う
。

(a)

「
加
盟
国
」
と
は
、
欧
州
連
合
加
盟
国
を
い
う
。

(b)

「
国
」
と
は
、
日
本
国
又
は
加
盟
国
を
い
う
。

(c)

「
物
件
」
と
は
、
証
拠
と
な
る
書
類
、
記
録
そ
の
他
の
物
を
い
う
。

(d)

「
財
産
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
資
産
（
有
体
物
で
あ
る
か
無
体
物
で
あ
る
か
、
動
産
で
あ
る
か
不
動
産
で
あ
る
か

(e)
及
び
有
形
で
あ
る
か
無
形
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
資
産
に
関
す
る
権
原
又
は
権
利
を
証
明
す
る
法
律

上
の
書
類
又
は
文
書
を
い
う
。

「
道
具
」
と
は
、
犯
罪
を
行
う
た
め
に
、
方
法
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
用
い
又
は
用
い
よ
う
と

(f)
し
た
財
産
を
い
う
。
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「
収
益
」
と
は
、
犯
罪
の
実
行
に
よ
り
生
じ
又
は
直
接
若
し
く
は
間
接
に
得
ら
れ
た
財
産
を
い
う
。

(g)

「
凍
結
」
と
は
、
裁
判
所
そ
の
他
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
出
し
た
命
令
に
基
づ
き
財
産
の
移
転
、
転
換
、
処
分
若
し
く

(h)
は
移
動
を
一
時
的
に
禁
止
す
る
こ
と
又
は
当
該
命
令
に
基
づ
き
財
産
の
一
時
的
な
保
管
若
し
く
は
管
理
を
行
う
こ
と
を
い

う
。「

没
収
」
と
は
、
犯
罪
に
関
す
る
訴
訟
手
続
の
後
に
裁
判
所
そ
の
他
の
司
法
当
局
が
命
令
す
る
刑
罰
又
は
措
置
で
あ
っ

(i)
て
財
産
の
最
終
的
な
は
く
奪
を
も
た
ら
す
も
の
を
い
う
。

第
三
条

共
助
の
範
囲

共
助
に
は
、
次
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
含
む
。

証
言
又
は
供
述
の
取
得

(a)

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
（
以
下
「
ビ
デ
オ
会
議
」
と
い
う
。
）
を
通
じ
た
聴
取
を
可
能
と
す
る
こ
と
。

(b)

物
件
の
取
得
（
捜
索
又
は
差
押
え
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）

(c)

銀
行
口
座
に
関
す
る
記
録
、
文
書
又
は
報
告
の
取
得

(d)

人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分

(e)
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人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
の
特
定

(f)

被
請
求
国
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
若
し
く
は
司
法
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
保
有
す
る
物
件
の
提
供

(g)

文
書
の
送
達
及
び
あ
る
者
に
対
す
る
請
求
国
に
お
け
る
出
頭
の
招
請
の
伝
達

(h)

拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
身
柄
の
一
時
的
な
移
送
で
あ
っ
て
証
言
の
取
得
そ
の
他
の
立
証
の
目
的
の
た
め
の
も
の

(i)

収
益
又
は
道
具
の
凍
結
及
び
没
収
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
共
助

(j)

被
請
求
国
の
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
共
助
で
あ
っ
て
日
本
国
と
加
盟
国
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
も
の

(k)

第
四
条

中
央
当
局
の
指
定
及
び
責
務

そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
、
共
助
の
請
求
の
送
付
、
受
領
及
び
当
該
請
求
へ
の
回
答
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
又
は
自
国
の
法
令

に
基
づ
い
て
当
該
共
助
を
実
施
す
る
権
限
を
有
す
る
当
局
へ
の
当
該
請
求
の
送
付
に
責
任
を
有
す
る
中
央
当
局
を
指
定
す
る
。

中
央
当
局
は
、
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
当
局
と
す
る
。

第
五
条

中
央
当
局
間
の
連
絡

１

こ
の
協
定
に
基
づ
く
共
助
の
請
求
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
か
ら
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
対
し
て
送
付
さ
れ
る
。

２

日
本
国
及
び
加
盟
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
相
互
に
直
接
連
絡
す
る
。
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第
六
条

共
助
の
請
求
の
申
立
て
を
行
う
権
限
を
有
す
る
当
局

自
国
の
法
令
に
よ
り
こ
の
協
定
に
基
づ
く
共
助
の
請
求
の
申
立
て
を
行
う
権
限
を
有
す
る
当
局
は
、
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
。

第
七
条

認
証

そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
こ
の
協
定
に
従
っ
て
送
付
す
る
書
類
で
あ
っ
て
、
当
該
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
中
央
当
局
の
署
名
又

は
押
印
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
認
証
を
必
要
と
し
な
い
。

第
八
条

共
助
の
請
求

１

請
求
国
は
、
共
助
の
請
求
を
書
面
に
よ
り
行
う
。

２

請
求
国
は
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
被
請
求
国
と
の
連
絡
が
つ
い
た
後
、
他
の
信
頼
し
得
る
通
信
の
方
法
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

又
は
電
子
メ
ー
ル
を
含
む
。
）
に
よ
り
共
助
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
請
求
国
が
求
め
る

と
き
は
、
請
求
国
は
、
当
該
請
求
の
補
足
的
な
確
認
を
書
面
に
よ
り
事
後
速
や
か
に
行
う
。

３

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
通
報
す
る
。

権
限
の
あ
る
当
局
で
あ
っ
て
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
の
名
称

(a)

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
の
対
象
と
な
る
事
実

(b)
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捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
の
内
容
及
び
段
階

(c)

請
求
国
の
関
連
法
令
（
適
用
さ
れ
る
刑
罰
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
条
文
又
は
解
説

(d)

請
求
す
る
共
助
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明

(e)

請
求
す
る
共
助
の
目
的
に
つ
い
て
の
説
明

(f)
４

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
当
該
共
助
に
関
連
性
を
有
す
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
可
能
な
限
り

通
報
す
る
。

証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
の
特
定
及
び
所
在
地
に
関
す
る
情
報

(a)

証
言
又
は
供
述
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
質
問
表

(b)

取
得
さ
れ
る
べ
き
物
件
及
び
そ
の
身
体
が
捜
索
さ
れ
る
べ
き
人
又
は
捜
索
さ
れ
る
べ
き
場
所
に
つ
い
て
の
正
確
な
説
明

(c)

請
求
す
る
銀
行
口
座
に
関
す
る
記
録
、
文
書
又
は
報
告
が
犯
罪
の
捜
査
と
関
連
性
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
捜
査
の
た
め

(d)
に
必
要
で
あ
る
と
請
求
国
が
認
め
る
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
及
び
請
求
す
る
共
助
の
実
施
を
促
進
し
得
る
そ
の
他
の
情
報

見
分
さ
れ
る
べ
き
人
、
物
件
又
は
場
所
に
関
す
る
情
報

(e)

特
定
さ
れ
る
べ
き
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
特
定
さ
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
所
在
地
に
関
す
る
情
報

(f)
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文
書
の
送
達
又
は
招
請
の
伝
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
特
定
及
び
所
在
地
、
そ
の
者
と
訴
訟
手
続
と
の
関
係
並
び
に
送
達

(g)
の
方
法
に
関
す
る
情
報

請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
へ
の
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
支
払
う
こ
と
を
認
め
る
手
当
及
び
経
費
に
関
す
る
情

(h)
報

収
益
又
は
道
具
、
こ
れ
ら
の
所
在
地
及
び
こ
れ
ら
の
所
有
者
の
特
定
に
つ
い
て
の
正
確
な
説
明

(i)
５

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
も
通
報
す
る
。

請
求
す
る
共
助
の
実
施
の
際
に
従
う
べ
き
特
定
の
方
法
又
は
手
続
に
つ
い
て
の
説
明

(a)

請
求
す
る
共
助
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
理
由
に
つ
い
て
の
説
明

(b)

請
求
す
る
共
助
の
実
施
を
容
易
に
す
る
た
め
に
被
請
求
国
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
そ
の
他
の
情
報

(c)
６

被
請
求
国
は
、
共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
通
報
さ
れ
た
情
報
が
共
助
の
実
施
を
可
能
と
す
る
上
で
こ
の
協
定
に
定
め
る
要

件
を
満
た
す
た
め
に
十
分
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
追
加
的
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

言
語

共
助
の
請
求
及
び
そ
れ
に
附
属
す
る
文
書
に
は
、
被
請
求
国
の
公
用
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
添
付
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
翻
訳
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文
は
、
す
べ
て
の
場
合
又
は
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
、
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
言
語
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条

請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施

１

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
こ
の
協
定
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
速
や
か
に
実
施
す
る
。
被
請
求
国
の
権
限
の
あ
る

当
局
は
、
当
該
共
助
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
自
国
の
法
令
に
基
づ
く
措
置
に
よ
り
実
施
す
る
。
被
請
求
国
は
、
自
国
の
法
令
に
反

し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
実
行
可
能
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
八
条
４

又
は
５

に
規
定
す
る
特
定
の
方
法
又
は
手
続
で

(g)

(a)

あ
っ
て
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
も
の
に
従
う
。
当
該
請
求
に
示
さ
れ
た
方
法
又
は
手
続
に
よ
る
共
助
の
実
施
が
被
請
求
国

に
と
っ
て
実
行
上
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
場
合
に
は
、
被
請
求
国
は
、
当
該
問
題
を
解
決
す
る
た
め
請
求
国
と
協
議
す
る
。

３

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
が
自
国
に
お
い
て
進
行
中
の
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含

む
。
）
を
妨
げ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
実
施
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
請
求
国
は
、
そ
の
保
留
の
理
由
を
請

求
国
に
通
報
し
、
そ
の
後
の
手
続
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
被
請
求
国
は
、
当
該
実
施
の
保
留
に
代
え
て
、
必
要
と
認
め
る
条

件
を
請
求
国
と
の
協
議
の
後
に
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
国
は
、
当
該
条
件
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
う
。

４

被
請
求
国
は
、
請
求
国
が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
共
助
の
請
求
が
行
わ
れ
た
事
実
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
内
容
、
共
助
の
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実
施
の
成
果
そ
の
他
共
助
の
実
施
に
関
す
る
関
連
情
報
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。
被
請

求
国
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
な
く
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
請
求
国
に

そ
の
旨
を
通
報
す
る
も
の
と
し
、
請
求
国
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
共
助
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う

か
を
決
定
す
る
。

５

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
請
求
国
に
よ
る
合
理
的
な
照
会
に
回
答
す
る
。

６

被
請
求
国
は
、
請
求
国
に
対
し
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
に
つ
き
速
や
か
に
通
報
し
、
ま

た
、
そ
の
実
施
の
結
果
得
ら
れ
た
証
言
又
は
供
述
（
証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
者
に
よ
る
請
求
国
の
法

令
に
基
づ
く
免
除
、
不
能
又
は
特
権
の
主
張
を
含
む
。
）
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
提
供
す
る
。
被

請
求
国
は
、
記
録
若
し
く
は
文
書
の
原
本
又
は
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
認
証
さ
れ
た
謄
本
を
提
供

す
る
。
被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
に

つ
き
請
求
国
に
通
報
す
る
。

第
十
一
条

共
助
の
拒
否
事
由

１

被
請
求
国
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
が
政
治
犯
罪
又
は
こ
れ
に
関
係
す
る
犯
罪
に
関
連
す
る
と
認
め
る
場
合

(a)

被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
よ
り
自
国
の
主
権
、
安
全
、
公
共
の
秩
序
そ
の
他
の
重
要
な
利
益
が
害
さ

(b)
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
。
こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
請
求
国
の
法
令
の
下
で
死
刑
を
科
し
得
る
犯
罪
又

(b)

は
、
日
本
国
と
附
属
書
Ⅳ
に
掲
げ
る
一
の
加
盟
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
請
求
国
の
法
令
の
下
で
無
期
の
拘
禁
刑
を
科

し
得
る
犯
罪
に
関
す
る
共
助
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
条
件
に
関
し
被
請
求
国
と
請
求
国
と
の
間
で
合
意
が
あ

る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
被
請
求
国
は
、
当
該
実
施
に
よ
り
自
国
の
重
要
な
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
が
何
人
か
を
人
種
、
宗
教
、
国
籍
、
民
族
的
出
身
、
政
治
的
意
見
若
し
く
は
性
を
理
由
に

(c)
訴
追
し
若
し
く
は
刑
罰
を
科
す
る
目
的
で
な
さ
れ
て
い
る
と
、
又
は
そ
の
者
の
地
位
が
そ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
場
合

被
請
求
国
が
、
請
求
国
に
お
け
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
共
助
の
請
求
の
目

(d)
的
で
あ
る
も
の
の
対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
、
日
本
国
又
は
加
盟
国
に
お
い
て
同
一
の
事
実
に
よ
り
確
定
判
決
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
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被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
が
こ
の
協
定
に
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合

(e)
２

被
請
求
国
は
、
請
求
国
に
お
け
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
の
対
象
と
な
る
行
為
が
自
国
の

法
令
に
よ
れ
ば
犯
罪
を
構
成
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
自
国
の
法
令
に
基
づ
き
強
制
措
置
が
必
要
と
な
る
共
助
を
拒
否

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
と
附
属
書
Ⅳ
に
掲
げ
る
二
の
加
盟
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
被
請
求
国
は
、
請
求
国
に
お

け
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
の
対
象
と
な
る
行
為
が
自
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
犯
罪
を
構
成
し

な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

被
請
求
国
は
、
銀
行
に
よ
る
秘
密
の
保
持
を
理
由
と
し
て
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
き
共
助
を
拒
否
す
る
に
先
立
ち
、
自
国
が
一
定
の
条
件
を
付
し
て
共
助
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
請
求
国
と
協
議
す
る
。
請
求
国
は
、
当
該
条
件
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ

に
従
う
。

５

被
請
求
国
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
請
求
国
に
拒
否
の
理
由
を
通
報
す
る
。

第
十
二
条

費
用

１

被
請
求
国
は
、
請
求
国
と
被
請
求
国
と
の
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
要
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す
る
す
べ
て
の
費
用
を
負
担
す
る
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
請
求
国
と
被
請
求
国
と
の
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く

ほ
か
、
請
求
国
が
負
担
す
る
。

鑑
定
人
に
支
払
う
手
数
料

(a)

翻
訳
、
通
訳
及
び
記
録
に
要
す
る
費
用

(b)

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
人
の
移
動
に
要
す
る
手
当
及
び
経
費

(c)

ビ
デ
オ
会
議
を
行
う
た
め
の
回
線
の
設
営
の
た
め
に
被
請
求
国
に
お
い
て
生
ず
る
費
用
及
び
当
該
回
線
の
被
請
求
国
に

(d)
お
け
る
使
用
に
関
連
す
る
費
用

特
別
な
費
用

(e)
３

請
求
国
及
び
被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
た
め
に
特
別
な
費
用
が
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
共
助

を
実
施
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
に
協
議
を
行
う
。

第
十
三
条

証
言
、
供
述
、
物
件
又
は
情
報
の
使
用
制
限

１

請
求
国
は
、
被
請
求
国
の
事
前
の
同
意
が
な
い
限
り
、
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
又
は
こ
の
協
定
の
規
定
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の
下
で
他
の
方
法
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
証
言
若
し
く
は
供
述
を
文
書
化
し
若
し
く
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
情

報
（
個
人
情
報
を
含
む
。
）
を
該
当
す
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）

以
外
の
手
続
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
被
請
求
国
は
、
こ
の
同
意
を
与
え
る
に
当
た
り
、
自
国
が
適
当
と
認
め
る

条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

被
請
求
国
は
、
請
求
国
が
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
又
は
こ
の
協
定
の
規
定
の
下
で
他
の
方
法
に
よ
っ
て

取
得
さ
れ
る
証
言
若
し
く
は
供
述
を
文
書
化
し
若
し
く
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
情
報
（
個
人
情
報
を
含
む
。
）

を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
被
請
求
国
が
定
め
る
そ
の
他
の
条

件
に
従
う
場
合
に
の
み
当
該
物
件
又
は
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
国
は
、
当
該
物
件
又
は

情
報
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
に
は
こ
れ
に
従
い
、
ま
た
、
当
該
条
件
を
受
け
入
れ
た
場
合

に
は
こ
れ
に
従
う
。

３

証
言
若
し
く
は
供
述
を
文
書
化
し
若
し
く
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
情
報
（
個
人
情
報
を
含
む
。
）
を
提
供
す

る
国
は
、
例
外
的
な
状
況
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
提
供
に
際
し
、
そ
れ
ら
を
受
領
す
る
国
が
そ
れ
ら
の
使
用
に
関
す
る
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
十
四
条

物
件
の
輸
送
、
保
管
及
び
返
還

１

被
請
求
国
は
、
請
求
国
が
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
た
物
件
を
被
請
求
国
が
定
め
る
条
件
（
当
該
物
件
に
係

る
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
に
従
っ
て
輸
送
し
、
及
び
保
管
す
る
こ
と
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

被
請
求
国
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
た
物
件
が
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た

後
、
請
求
国
が
被
請
求
国
が
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
当
該
物
件
を
返
還
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

請
求
国
は
、
１
又
は
２
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
要
請
に
従
う
。
請
求
国
は
、
当
該
要
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い

て
、
見
分
に
よ
り
物
件
を
損
傷
し
、
又
は
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
被
請
求
国
の
事
前
の
同
意
な
し
に
当
該
物
件

を
見
分
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

証
言
又
は
供
述
の
取
得

１

被
請
求
国
は
、
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
。
被
請
求
国
は
、
そ
の
た
め
の
強
制
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
被
請
求

国
の
法
令
に
基
づ
い
て
当
該
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
情
報
を
請
求
国
が
被
請
求
国
に
対
し
提
供
す
る
場
合
に

は
、
当
該
強
制
措
置
を
と
る
。
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２

被
請
求
国
は
、
証
言
又
は
供
述
の
取
得
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち
会
う

こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
、
及
び
当
該
者
が
証
言
又
は
供
述
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
質
問
す
る
こ
と
を
認
め
る

よ
う
、
最
善
の
努
力
を
払
う
。
当
該
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
は
、
直
接
質
問
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

に
は
、
当
該
証
言
又
は
供
述
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
べ
き
質
問
を
提
出
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。

３

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
証
言
又
は
供
述
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
者
が
請
求
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
免

除
、
不
能
又
は
特
権
を
主
張
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の

よ
う
な
主
張
が
行
わ
れ
た
際
に
は
証
言
又
は
供
述
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
請
求
国
が
共
助
の
請
求
に
お
い
て
述
べ
て

い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
六
条

ビ
デ
オ
会
議
を
通
じ
た
聴
取

１

請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
被
請
求
国
に
所
在
す
る
者
を
証
人
又
は
鑑
定
人
と
し
て
聴
取
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
そ
の
聴
取
が
請
求
国
の
手
続
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
被
請
求
国
は
、
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
が
ビ
デ
オ

会
議
を
通
じ
て
当
該
者
か
ら
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
国
及
び
被
請
求
国
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は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
お
い
て
生
ず
る
法
的
、
技
術
的
又
は
事
務
的
な
問
題
の
解
決
を
促
進

す
る
た
め
に
協
議
を
行
う
。

２

請
求
国
と
被
請
求
国
と
の
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
ビ
デ
オ
会
議
を
通
じ
た
聴
取
に
つ
い
て
、
次
の

規
定
を
適
用
す
る
。

被
請
求
国
の
当
局
は
、
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
聴
取
さ
れ
る
べ
き
者
を
特
定
し
、
及
び
当
該
者
の
出
頭
を
促
進
す
る

(a)
た
め
当
該
者
を
招
請
す
る
。

聴
取
は
、
請
求
国
の
法
令
及
び
被
請
求
国
の
法
の
基
本
原
則
に
従
い
、
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
直
接
に
又

(b)
は
当
該
当
局
の
指
示
の
下
で
行
わ
れ
る
。

被
請
求
国
の
当
局
は
、
必
要
な
場
合
に
は
通
訳
の
援
助
を
受
け
て
、
聴
取
の
間
立
ち
会
い
、
及
び
当
該
聴
取
を
観
察
す

(c)
る
。
被
請
求
国
の
当
局
が
当
該
聴
取
の
間
に
自
国
の
法
の
基
本
原
則
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
当

局
は
、
聴
取
が
当
該
基
本
原
則
に
従
っ
て
継
続
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
直
ち
に
と
る
。

被
請
求
国
は
、
必
要
に
応
じ
、
請
求
国
又
は
聴
取
さ
れ
る
者
の
要
請
に
よ
り
、
当
該
者
が
通
訳
の
援
助
を
受
け
る
こ
と

(d)
を
確
保
す
る
。
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聴
取
さ
れ
る
者
は
、
請
求
国
又
は
被
請
求
国
の
い
ず
れ
か
の
法
令
の
下
で
当
該
者
に
与
え
ら
れ
る
証
言
を
行
わ
な
い
権

(e)
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
請
求
国
及
び
被
請
求
国
の
当
局
の
間
で
合
意
さ
れ
る
当
該
者
の
保
護
の
た
め
に

必
要
な
そ
の
他
の
措
置
が
と
ら
れ
る
。

第
十
七
条

物
件
の
取
得

１

被
請
求
国
は
、
物
件
を
取
得
す
る
。
被
請
求
国
は
、
そ
の
た
め
の
強
制
措
置
（
捜
索
又
は
差
押
え
を
含
む
。
）
が
必
要
で

あ
り
、
か
つ
、
被
請
求
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
当
該
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
情
報
を
請
求
国
が
被
請
求
国
に

対
し
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
強
制
措
置
を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
物
件
の
取
得
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち
会
う
こ
と
を
可

能
と
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
十
八
条

銀
行
口
座

１

被
請
求
国
は
、
捜
査
の
対
象
と
な
る
自
然
人
又
は
法
人
が
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
一
又
は
二
以
上
の
銀
行
口
座
を
保
有

し
又
は
支
配
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

２

被
請
求
国
は
、
特
定
の
口
座
に
関
す
る
特
定
の
記
録
、
文
書
又
は
報
告
、
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
又
は
１
の
規
定
に
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従
っ
て
特
定
さ
れ
た
口
座
を
通
じ
て
特
定
の
期
間
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
銀
行
の
業
務
の
記
録
及
び
送
金
者
又
は
受
領
者
の

口
座
に
関
す
る
特
定
の
記
録
、
文
書
又
は
報
告
を
提
供
す
る
。

３

こ
の
条
に
規
定
す
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
口
座
を
管
理
す
る
銀
行
が
保
有
す
る
情
報
に
の
み
適
用
す
る
。

４

被
請
求
国
は
、
物
件
の
取
得
の
た
め
に
請
求
さ
れ
た
共
助
に
関
し
て
自
国
が
適
用
す
る
条
件
に
よ
り
、
１
及
び
２
に
規
定

す
る
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条

人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分

１

被
請
求
国
は
、
人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
を
行
う
。
被
請
求
国
は
、
そ
の
た
め
の
強
制
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、

被
請
求
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
当
該
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
情
報
を
請
求
国
が
被
請
求
国
に
対
し
提
供
す
る

場
合
に
は
、
当
該
強
制
措
置
を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち

会
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
二
十
条

人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
の
特
定

被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
す
る
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
を
特
定
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
を
特
定
す
る
よ
う
最
善
の
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努
力
を
払
う
。

第
二
十
一
条

被
請
求
国
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
若
し
く
は
司
法
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
保
有
す
る
物
件
の

提
供

１

被
請
求
国
は
、
自
国
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
若
し
く
は
司
法
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
保
有
す
る
物
件
で
あ
っ
て
公

衆
が
入
手
可
能
な
も
の
を
請
求
国
に
提
供
す
る
。

２

被
請
求
国
は
、
自
国
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
若
し
く
は
司
法
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
保
有
す
る
物
件
（
犯
罪
記
録

を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
公
衆
が
入
手
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
捜
査
又
は
訴
追
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
自
国
の
当
局

が
入
手
で
き
る
範
囲
及
び
条
件
と
同
等
の
範
囲
及
び
条
件
で
、
請
求
国
に
提
供
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
二
十
二
条

文
書
の
送
達
及
び
招
請
の
伝
達

１

被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
す
る
者
に
対
し
、
文
書
の
送
達
（
召
喚
状
そ
の
他
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
へ
の
当
該
者

の
出
頭
を
求
め
る
文
書
の
送
達
を
含
む
。
）
を
実
施
す
る
。
被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
す
る
者
に
対
し
、
請
求
国
の
権
限

の
あ
る
当
局
へ
の
出
頭
が
招
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
達
す
る
。

２

共
助
の
請
求
が
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
へ
の
出
頭
を
求
め
る
文
書
の
送
達
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
共
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助
の
請
求
は
、
出
頭
期
日
の
少
な
く
と
も
五
十
日
前
ま
で
に
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

被
請
求
国
は
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
こ
の
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

１
の
規
定
に
従
っ
て
送
達
さ
れ
又
は
送
付
さ
れ
る
文
書
が
作
成
さ
れ
又
は
翻
訳
さ
れ
た
言
語
を
名
あ
て
人
が
理
解
し
な
い

こ
と
を
請
求
国
が
認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
請
求
国
は
、
当
該
文
書
を
当
該
名
あ
て
人
が
理
解
す
る
言
語
に
翻
訳
す
る
よ

う
努
め
、
又
は
少
な
く
と
も
当
該
文
書
の
重
要
な
部
分
を
当
該
言
語
に
翻
訳
す
る
。

４

１
の
規
定
に
従
っ
て
送
達
さ
れ
る
文
書
に
は
、
当
該
文
書
に
関
し
て
名
あ
て
人
が
自
己
の
重
要
な
権
利
及
び
義
務
に
つ
い

て
の
情
報
を
当
該
文
書
を
発
出
し
た
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
請
求
国
の
そ
の
他
の
当
局
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
説
明

を
含
め
る
。
た
だ
し
、
当
該
権
利
及
び
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

５

被
請
求
国
は
、
第
十
条
６
の
規
定
に
従
っ
て
文
書
の
送
達
の
結
果
を
通
報
す
る
に
当
た
り
、
送
達
を
受
け
た
者
が
日
付
を

付
し
、
か
つ
、
署
名
し
た
受
領
証
に
よ
り
、
又
は
送
達
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
並
び
に
送
達
が
実
施
さ
れ
た
日
付
、
場
所
及
び

方
法
に
つ
い
て
の
被
請
求
国
の
説
明
に
よ
り
、
当
該
送
達
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
被
請
求
国
は
、
請
求
国
の
要

請
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
可
能
な
と
き
は
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
へ
の
出
頭
が
招
請
さ
れ
、
又

は
求
め
ら
れ
て
い
る
者
の
回
答
に
つ
き
請
求
国
に
速
や
か
に
通
報
す
る
。
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６

１
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
へ
の
出
頭
が
招
請
さ
れ
、
又
は
求
め
ら
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
当
該
当

局
に
出
頭
し
な
い
も
の
は
、
共
助
の
請
求
又
は
送
達
さ
れ
若
し
く
は
送
付
さ
れ
る
文
書
に
お
け
る
記
述
の
い
か
ん
を
問
わ

ず
、
そ
の
出
頭
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
請
求
国
に
お
い
て
い
か
な
る
制
裁
も
課
さ
れ
ず
、
ま
た
、
い
か
な
る
強
制
措

置
の
対
象
と
も
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

保
護
措
置

１

前
条
１
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
へ
の
出
頭
が
招
請
さ
れ
、
又
は
求
め
ら
れ
て
い
る
者
は
、

被
請
求
国
を
離
れ
る
前
の
い
か
な
る
行
為
又
は
有
罪
判
決
を
理
由
と
し
て
も
、
請
求
国
に
お
い
て
拘
禁
さ
れ
ず
、
ま

(a)
た
、
身
体
の
自
由
に
つ
い
て
の
制
限
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
手
続
以
外
の
い
か
な
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
に
お

(b)
い
て
も
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
ず
、
ま
た
、
協
力
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

２

１
に
規
定
す
る
保
護
措
置
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
請
求
国
は
、
該
当
す
る
者
が
そ
の
旨
を
伝
達
さ
れ
、
か
つ
、
請

求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
出
頭
す
る
か
否
か
に
つ
き
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
共
助
の
請
求
又
は

送
達
さ
れ
る
文
書
に
そ
の
旨
を
明
記
す
る
。
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３

１
に
規
定
す
る
保
護
措
置
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
時
に
終
了
す
る
。

該
当
す
る
者
の
出
頭
が
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
要
求
さ
れ
な
く
な
っ
た
日
又
は
該
当
す
る
者
が
出
頭
期
日

(a)
に
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
出
頭
し
な
か
っ
た
日
か
ら
連
続
し
た
十
五
日
の
期
間
、
該
当
す
る
者
が
請
求
国
を
離
れ

る
機
会
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
任
意
に
請
求
国
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
十
五
日
の
期
間
が

経
過
し
た
時

該
当
す
る
者
が
請
求
国
か
ら
離
れ
た
後
、
任
意
に
請
求
国
に
戻
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
戻
っ
た
時

(b)
４

１
に
規
定
す
る
保
護
措
置
が
３

及
び

の
規
定
に
従
っ
て
終
了
し
た
こ
と
を
請
求
国
が
認
識
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ

(a)

(b)

て
、
そ
の
終
了
に
係
る
情
報
が
被
請
求
国
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
請
求
国
に
よ
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
と

認
識
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
請
求
国
は
、
被
請
求
国
に
そ
の
旨
を
遅
滞
な
く
通
報
す
る
。

第
二
十
四
条

拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
一
時
的
な
移
送

１

証
言
の
取
得
そ
の
他
の
立
証
の
目
的
の
た
め
、
被
請
求
国
に
お
い
て
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
身
柄
が
請
求
国
に
あ
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
被
請
求
国
は
、
当
該
目
的
の
た
め
、
当
該
者
の
身
柄
を
請
求
国
へ
一
時
的
に
移
す
。
た
だ

し
、
被
請
求
国
の
法
令
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
者
が
同
意
し
、
か
つ
、
請
求
国
及
び
被
請
求
国
が
合
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意
し
た
と
き
に
限
る
。

２

請
求
国
は
、
被
請
求
国
が
１
の
規
定
に
従
っ
て
身
柄
を
移
さ
れ
た
者
を
拘
禁
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
与
え
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
者
を
拘
禁
す
る
。

３

請
求
国
は
、
請
求
国
と
被
請
求
国
と
の
間
の
事
前
の
又
は
別
段
の
合
意
に
従
い
、
該
当
す
る
者
を
被
請
求
国
に
直
ち
に
送

還
す
る
。

４

請
求
国
に
よ
っ
て
該
当
す
る
者
が
拘
禁
さ
れ
た
期
間
は
、
被
請
求
国
に
お
け
る
当
該
者
の
刑
期
に
算
入
す
る
。

５

こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
に
身
柄
を
移
さ
れ
た
者
は
、
被
請
求
国
に
送
還
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
請
求
国
に
お
い

て
、
前
条
１
に
規
定
す
る
保
護
措
置
を
享
受
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
者
が
、
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
手
続
以
外
の

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
（
司
法
手
続
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
又
は
協
力
す
る
こ
と
に
同
意

し
、
か
つ
、
請
求
国
及
び
被
請
求
国
が
そ
の
よ
う
な
同
意
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

こ
の
条
に
規
定
す
る
身
柄
の
移
送
に
同
意
し
な
い
者
は
、
共
助
の
請
求
に
お
け
る
記
述
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
同
意

し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
請
求
国
に
お
い
て
い
か
な
る
制
裁
も
課
さ
れ
ず
、
ま
た
、
い
か
な
る
強
制
措
置
の
対
象
と
も

な
ら
な
い
。
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第
二
十
五
条

収
益
又
は
道
具
の
凍
結
及
び
没
収

１

被
請
求
国
は
、
自
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
収
益
又
は
道
具
の
凍
結
及
び
没
収
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
手
続

に
つ
い
て
共
助
を
実
施
す
る
。

２

１
に
規
定
す
る
没
収
に
係
る
共
助
の
請
求
に
は
、
没
収
を
命
令
す
る
裁
判
所
そ
の
他
の
司
法
当
局
に
よ
る
決
定
を
添
付
す

る
。

３

収
益
又
は
道
具
を
保
管
し
て
い
る
被
請
求
国
は
、
自
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
自
国
が
適
当
と
認
め
る
条
件
を
付

し
て
当
該
収
益
又
は
道
具
の
全
部
又
は
一
部
を
請
求
国
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
に
当
た
り
、
善
意
の
第
三
者
の
正
当
な
権
利
及
び
利
益
に
つ
い
て
は
、
被
請
求
国
の
法
令
に
従
っ

て
尊
重
す
る
。

第
二
十
六
条

自
発
的
な
情
報
交
換

１

日
本
国
及
び
加
盟
国
は
、
事
前
の
要
請
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
自
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
刑
事
に
関
す
る

情
報
を
相
互
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

情
報
を
提
供
す
る
国
は
、
情
報
を
受
領
す
る
国
に
よ
る
当
該
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
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場
合
に
お
い
て
、
情
報
を
提
供
す
る
国
は
、
情
報
を
受
領
す
る
国
に
対
し
、
提
供
さ
れ
る
情
報
の
性
格
及
び
付
さ
れ
る
条
件

に
つ
い
て
事
前
に
通
報
す
る
。
情
報
を
受
領
す
る
国
は
、
当
該
条
件
に
合
意
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
う
。

第
二
十
七
条

他
の
文
書
と
の
関
係

１

こ
の
協
定
の
い
ず
れ
の
規
定
も
、
い
ず
れ
か
の
国
が
他
の
適
用
可
能
な
国
際
協
定
又
は
適
用
可
能
な
自
国
の
法
令
に
従
っ

て
共
助
を
要
請
し
、
又
は
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

２

こ
の
協
定
の
い
ず
れ
の
規
定
も
、
日
本
国
及
び
加
盟
国
が
こ
の
協
定
の
規
定
を
確
認
し
、
補
足
し
、
拡
大
し
又
は
拡
充
す

る
国
際
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
十
八
条

協
議

１

日
本
国
及
び
加
盟
国
の
中
央
当
局
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
関
す
る
困
難
を
解
決
し
、
及
び

こ
の
協
定
に
基
づ
く
迅
速
か
つ
効
果
的
な
共
助
の
実
施
を
促
進
す
る
目
的
で
協
議
す
る
も
の
と
し
、
当
該
目
的
に
必
要
な
措

置
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

両
締
約
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
し
て
生
ず
る
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
も
協
議
す
る
。

第
二
十
九
条

地
理
的
適
用
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１

こ
の
協
定
は
、
日
本
国
の
領
域
に
適
用
し
、
ま
た
、
欧
州
連
合
に
関
し
て
は
次
の
も
の
に
適
用
す
る
。

加
盟
国
の
領
域

(a)

加
盟
国
が
対
外
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
領
域
又
は
加
盟
国
が
対
外
関
係
に
関
連
し
て
一
定
の
任
務
を
有
す
る
加

(b)
盟
国
以
外
の
地
域
。
た
だ
し
、
両
締
約
者
が
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
っ
て
合
意
し
、
か
つ
、
関
係
す
る
加
盟
国
に
よ

り
正
当
に
確
認
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

２

１

の
規
定
に
従
っ
て
拡
張
さ
れ
た
領
域
又
は
地
域
へ
の
こ
の
協
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
方
の
締
約
者
が
他
方
の
締

(b)

約
者
に
対
し
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
、
六
箇
月
の
予
告
を
も
っ
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
、
日

本
国
と
関
係
す
る
加
盟
国
と
の
間
で
正
当
に
確
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条

附
属
書
の
地
位

附
属
書
は
、
こ
の
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
附
属
書
Ⅰ
、
Ⅱ
及
び
Ⅲ
は
、
両
締
約
者
の
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ

り
、
こ
の
協
定
を
改
正
す
る
こ
と
な
く
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条

効
力
発
生
及
び
終
了

１

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
者
が
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
自
己
の
内
部
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通
知
す
る
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外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
後
に
行
わ
れ
た
共
助
の
請
求
（
請
求
さ
れ
た
共
助
が
こ
の
協
定
の
効
力
発

生
の
日
の
前
に
行
わ
れ
た
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
者
も
、
他
方
の
締
約
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
こ
の
協
定

を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
終
了
は
、
当
該
通
告
が
行
わ
れ
た
日
の
後
六
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
の
全
権
委
員
は
、
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
、
二
千
九
年
十
二
月
十
五
日
に
東
京
で
、
及
び

二
千
九
年
十
一
月
三
十
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
署
名
し
た
。
こ
の
協
定
は
、
イ
タ
リ
ア
語
、
エ
ス
ト
ニ
ア
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、

ギ
リ
シ
ャ
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ス
ロ
バ
キ
ア
語
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
、
チ
ェ
コ
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
、
ド
イ

ツ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
マ
ル
タ

語
、
ラ
ト
ビ
ア
語
、
リ
ト
ア
ニ
ア
語
及
び
ル
ー
マ
ニ
ア
語
に
よ
っ
て
も
作
成
さ
れ
る
。
両
締
約
者
は
、
外
交
上
の
公
文
の
交
換
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に
よ
り
こ
れ
ら
の
言
語
に
よ
る
協
定
文
を
確
定
す
る
。

日
本
国
の
た
め
に

岡
田
克
也

欧
州
連
合
の
た
め
に

ベ
ア
ト
リ
ス
・
ア
ス
ク
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附
属
書
Ⅰ

中
央
当
局

両
締
約
者
の
中
央
当
局
は
、
次
の
当
局
と
す
る
。

日
本
国

法
務
大
臣
及
び
国
家
公
安
委
員
会
並
び
に
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
者

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

司
法
・
平
等
・
法
改
革
大
臣
及
び
同
大
臣
が
指
定
す
る
者

イ
タ
リ
ア
共
和
国

司
法
省
法
務
総
局
刑
事
局

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

法
務
省

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国

法
務
省

オ
ラ
ン
ダ
王
国

法
務
省
（
ヘ
ー
グ
）

キ
プ
ロ
ス
共
和
国

法
務
・
公
の
秩
序
省

ギ
リ
シ
ャ
共
和
国

法
務
・
透
明
性
・
人
権
省

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

内
務
省
（
英
国
中
央
当
局
）
、
歳
入
関
税
庁
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
検
察
庁
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国

法
務
省

ス
ペ
イ
ン
王
国

法
務
省
国
際
司
法
協
力
副
総
局

ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国

公
判
前
の
手
続

検
事
総
局

公
判
中
の
段
階

法
務
省

共
助
の
請
求
の
受
領

法
務
省

ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国

法
務
省
国
際
協
力
・
国
際
共
助
局

チ
ェ
コ
共
和
国

事
件
の
訴
え
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
前
（
公
判
前
の
手
続
）

チ
ェ
コ
共
和
国
最
高
検
察
庁

事
件
の
訴
え
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
後
（
公
判
中
の
刑
事
手
続
）

チ
ェ
コ
共
和
国
法
務
省

デ
ン
マ
ー
ク
王
国

法
務
省

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

連
邦
司
法
庁

ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国

法
務
・
法
執
行
省
及
び
最
高
検
察
庁
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フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

法
務
省

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

司
法
省
刑
事
・
恩
赦
局
国
際
刑
事
共
助
課

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国

法
務
省

ベ
ル
ギ
ー
王
国

連
邦
法
務
省
国
際
刑
事
協
力
局

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国

公
判
前
の
段
階

国
家
検
察
庁

公
判
中
の
段
階

法
務
省

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国

検
事
総
局

マ
ル
タ
共
和
国

司
法
長
官
庁

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国

起
訴
ま
で
の
公
判
前
捜
査
の
間

国
家
警
察

事
件
を
裁
判
所
に
送
致
す
る
ま
で
の
公
判
前
捜
査
の
間

検
察
総
局

公
判
中

法
務
省
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リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
法
務
省
及
び
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
最
高
検
察
庁

ル
ー
マ
ニ
ア

法
務
・
市
民
的
自
由
省
協
力
総
局
国
際
法
・
条
約
局
国
際
刑
事
共
助
課

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国

検
事
総
長
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附
属
書
Ⅱ

第
六
条
の
規
定
に
関
し
、
自
国
の
法
令
に
よ
り
こ
の
協
定
に
基
づ
く
共
助
の
請
求
の
申
立
て
を
行
う
権
限
を
有
す
る
当
局

は
、
次
の
当
局
と
す
る
。

日
本
国

裁
判
所
、
裁
判
長
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
及
び
司
法
警
察
職
員

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

検
察
庁
長
官

イ
タ
リ
ア
共
和
国

検
察
官

検
事
正
、
検
事
正
補
、
軍
事
検
事
正
、
軍
事
検
事
正
補
、
検
事
総
長
、
検
事
総
長
補
、
軍
事
検
事
総
長
及
び
軍
事
検

事
総
長
補

裁
判
官

治
安
判
事
、
捜
査
判
事
、
予
備
聴
聞
判
事
、
通
常
裁
判
所
、
軍
事
裁
判
所
、
巡
回
裁
判
所
、
控
訴
裁
判
所
、
控
訴
巡

回
裁
判
所
、
控
訴
軍
事
裁
判
所
及
び
破
棄
院
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エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

裁
判
官
及
び
検
察
官

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国

裁
判
所
及
び
検
察
官

オ
ラ
ン
ダ
王
国

法
の
運
用
に
責
任
を
有
す
る
司
法
機
関
の
職
員
、
予
審
治
安
判
事
及
び
検
察
庁
の
職
員

キ
プ
ロ
ス
共
和
国

司
法
長
官
、
国
家
警
察
長
官
、
関
税
・
間
接
税
局
長
官
、
資
金
洗
浄
対
策
室
（
Ｍ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｓ
）
室
員

並
び
に
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
に
お
い
て
調
査
及
び
起
訴
を
行
う
権
限
を
有
す
る
そ
の
他
の
当
局
又
は
者

ギ
リ
シ
ャ
共
和
国

控
訴
院
検
察
庁

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

裁
判
所
及
び
検
察
官

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国

裁
判
所
及
び
検
察
官

ス
ペ
イ
ン
王
国

刑
事
法
廷
の
治
安
判
事
及
び
裁
判
官
並
び
に
検
察
官

ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国

裁
判
官
及
び
検
察
官

ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国

地
区
裁
判
所
裁
判
官
、
捜
査
判
事
、
地
方
裁
判
所
裁
判
官
、
高
等
裁
判
所
裁
判
官
、
最
高
裁
判
所

裁
判
官
、
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
、
地
方
検
察
官
、
高
等
検
察
官
及
び
最
高
検
察
官

チ
ェ
コ
共
和
国

チ
ェ
コ
共
和
国
の
検
察
官
及
び
裁
判
所
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デ
ン
マ
ー
ク
王
国

地
方
裁
判
所
、
高
等
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
及
び
公
訴
関
係
機
関
（
法
務
省
、
検
察
庁
長
官
、
検
察

官
及
び
警
察
本
部
長
を
含
む
。
）

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

連
邦
司
法
省
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
）
、
連
邦
通
常
裁
判
所
検
事
総
長
（
カ
ー

ル
ス
ル
ー
エ
）
、
連
邦
司
法
庁
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
司
法
省
（
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
）
、
バ
イ
エ
ル
ン

州
司
法
・
消
費
者
保
護
省
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
）
、
司
法
省
（
ベ
ル
リ
ン
）
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
司
法
省
（
ポ
ツ
ダ
ム
）
、

自
由
ハ
ン
ザ
都
市
ブ
レ
ー
メ
ン
司
法
・
憲
法
省
（
ブ
レ
ー
メ
ン
）
、
自
由
ハ
ン
ザ
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
司
法
省
（
ハ
ン
ブ
ル

ク
）
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
司
法
・
統
合
・
欧
州
担
当
省
（
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
）
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
州

司
法
省
（
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ン
）
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
司
法
省
（
ハ
ノ
ー
バ
ー
）
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
州
司
法
省
（
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
）
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
司
法
省
（
マ
イ
ン
ツ
）
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
州
司

法
省
（
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
）
、
ザ
ク
セ
ン
州
司
法
省
（
ド
レ
ス
デ
ン
）
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
司
法
省
（
マ
ク

デ
ブ
ル
ク
）
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
司
法
・
平
等
・
統
合
省
（
キ
ー
ル
）
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
司

法
省
（
エ
ア
フ
ル
ト
）
、
上
級
地
方
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
区
裁
判
所
、
上
級
地
方
裁
判
所
検
事
長
、
地
方
裁
判
所
検
事

正
、
国
家
社
会
主
義
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
司
法
行
政
州
中
央
事
務
局
（
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
ス
ブ
ル
ク
）
、
連
邦
刑
事
庁
及
び
ド
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イ
ツ
税
関
捜
査
局
中
央
事
務
局

ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国

検
察
庁
及
び
裁
判
所

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

法
務
省
、
第
一
審
裁
判
所
、
控
訴
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
、
検
察
官
、
警
察
当
局
、
税
関
当
局

及
び
予
備
刑
事
捜
査
法
の
下
で
刑
事
手
続
に
お
け
る
予
備
刑
事
捜
査
当
局
の
資
格
を
有
す
る
国
境
警
備
官

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

刑
事
裁
判
所
の
院
長
、
所
長
、
裁
判
長
及
び
裁
判
官
、
刑
事
裁
判
所
の
予
審
判
事
並
び
に
刑
事
裁
判

所
の
検
察
官
（
破
棄
院
検
事
総
長
、
控
訴
院
検
事
長
、
破
棄
院
検
察
官
、
控
訴
院
検
察
官
、
大
審
裁
判
所
検
事
正
、
大
審
裁

判
所
検
察
官
、
違
警
罪
裁
判
所
検
察
官
職
務
代
理
者
及
び
軍
事
裁
判
所
検
事
正
）

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国

公
判
前
の
刑
事
事
件

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
最
高
破
棄
検
察
庁

公
判
段
階
の
刑
事
事
件

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
裁
判
所

ベ
ル
ギ
ー
王
国

司
法
当
局
（
法
の
運
用
に
責
任
を
有
す
る
司
法
機
関
の
職
員
、
予
審
治
安
判
事
及
び
検
察
庁
の
職
員
を

意
味
す
る
も
の
と
了
解
す
る
。
）

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国

検
察
官
及
び
裁
判
所



37

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国

検
察
庁
（
捜
査
段
階
）
、
捜
査
判
事
及
び
公
判
裁
判
官

マ
ル
タ
共
和
国

治
安
判
事
裁
判
所
、
少
年
裁
判
所
、
刑
事
裁
判
所
、
刑
事
控
訴
裁
判
所
、
司
法
長
官
、
司
法
副
長
官
、

司
法
長
官
庁
法
務
官
及
び
治
安
判
事

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国

捜
査
官
、
検
察
官
及
び
裁
判
官

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国

裁
判
官
及
び
検
察
官

ル
ー
マ
ニ
ア

裁
判
所
及
び
裁
判
所
検
察
部

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国

司
法
当
局
（
法
の
運
用
に
責
任
を
有
す
る
司
法
機
関
の
職
員
、
予
審
治
安
判
事
及
び
検
察
庁

の
職
員
を
意
味
す
る
も
の
と
了
解
す
る
。
）
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附
属
書
Ⅲ

第
九
条
の
規
定
に
関
し
、
日
本
国
及
び
加
盟
国
は
、
次
の
言
語
を
受
け
入
れ
る
。

日
本
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
日
本
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語
。
た
だ
し
、
日
本
国
は
、
個
別
の
緊
急
の

場
合
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
下
で
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
請
求
国
か
ら
の
請
求
に
つ
い
て
、
日
本

語
に
よ
る
翻
訳
文
を
要
求
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
及
び
英
語

イ
タ
リ
ア
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
エ
ス
ト
ニ
ア
語
及
び
英
語

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ド
イ
ツ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

オ
ラ
ン
ダ
王
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

キ
プ
ロ
ス
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
語
及
び
英
語

ギ
リ
シ
ャ
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語
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グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
。
た
だ
し
、

請
求
を
取
り
扱
う
当
局
が
個
々
の
事
案
に
お
い
て
別
の
言
語
を
認
め
る
場
合
を
除
く
。

ス
ペ
イ
ン
王
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
語

ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ス
ロ
バ
キ
ア
語

ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
及
び
英
語

チ
ェ
コ
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
チ
ェ
コ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

デ
ン
マ
ー
ク
王
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
デ
ン
マ
ー
ク
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ド
イ
ツ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
及
び
英
語

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語
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ベ
ル
ギ
ー
王
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
及
び
ド
イ
ツ
語
並
び
に
緊
急
の
場
合
に
お
い
て

英
語ポ

ー
ラ
ン
ド
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
並
び
に
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語

マ
ル
タ
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
マ
ル
タ
語

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ラ
ト
ビ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
リ
ト
ア
ニ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ル
ー
マ
ニ
ア

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
。
ル
ー
マ
ニ
ア
は
、
長
い
文
書
に
関

し
、
個
別
の
場
合
に
お
い
て
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
要
求
す
る
権
利
又
は
請
求
国
に
よ
る
経
費
の
負
担
に
お
い

て
当
該
翻
訳
文
を
作
成
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国

す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
及
び
ド
イ
ツ
語
並
び
に
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語
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附
属
書
Ⅳ

第
十
一
条
１

の
規
定
に
関
し
、
同
規
定
中
の
「
一
の
加
盟
国
」
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
で
あ
る
。

(b)

同
条
２
の
規
定
に
関
し
、
同
規
定
中
の
「
二
の
加
盟
国
」
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
で
あ
る
。


